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貸事務所業のベンチマーク制度の概要
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 ベンチマーク制度とは、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）」の第
５条に基づく「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基
準」の「別表第５ ベンチマーク指標及び中長期に目指すべき水準」に掲げる事業を対
象とし、同法第７条に定める特定事業者に報告を求めるものです。

 本制度は、同じ業種（事業）で共通の指標（ベンチマーク指標）による目標（目指
すべき水準）を定めることにより、他事業者との比較による省エネ取組の促進を目的とし
ています。目指すべき水準を達成した事業者は省エネ優良事業者として社名を公表※１

します。
 対象の事業に該当する場合※２は、省エネ法の定期報告書においてベンチマーク指標
の状況について記入いただく必要があります。

区分 事業 ベンチマーク指標 目指すべき水準

12 貸事務所業（統計法（平成19年法律第53号）第２条第９項に

規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる細分類6911に

定める貨事務所業のうち貸店舗業及び貸倉庫業を除く事業）

ビルのエネルギーを試算して省エネルギー対策適用

時の削減効果を比較評価するツールによって算出

される、当該事業を行っている事業所におけるエネ

ルギーの削減余地（単位パーセント）を、事業

所ごとのエネルギー使用量により加重平均した値

15.0% 以下

ベンチマーク制度の
対象事業の詳細は
Ｐ４を参照

ベンチマーク指標の詳細は
Ｐ５～１３を参照

別表第５ ベンチマーク指標及び中長期に目指すべき水準（抜粋）

※１ エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づくベンチマーク指標の報告結果について
（http : //www .enecho .meti .go.jp/category/saving_and_new/benchmark/ ）

※２ 事業（貸事務所業）に供する１年度間のエネルギー使用量（原油換算値）が1,500 kl以上

令和２年
４月１日
改定

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/benchmark/


（参考）ベンチマーク対象業種一覧

ベンチマーク制度は、現在は１５業種１９分野が対象とされています。

区分 事業 ベンチマーク指標（要約） 目指すべき水準

１Ａ 高炉による製鉄業 粗鋼生産量当たりのエネルギー使用量 0.531kℓ／t以下

１Ｂ 電炉による普通鋼製造業
上工程の原単位（粗鋼量当たりのエネルギー使用量）と
下工程の原単位（圧延量当たりのエネルギー使用量）の和

0.143kℓ／t以下

１Ｃ 電炉による特殊鋼製造業
上工程の原単位（粗鋼量当たりのエネルギー使用量）と
下工程の原単位（圧延量当たりのエネルギー使用量）の和

0.36kℓ／t以下

2 電力供給業
火力発電効率Ａ指標
火力発電効率Ｂ指標

1.00以上
44.3 %以上

3 セメント製造業
原料工程、焼成工程、仕上げ工程、出荷工程等それぞれの工程における生産量（出荷量）当たりのエ
ネルギー使用量の和

3,739MJ／t以下

４Ａ 洋紙製造業 洋紙製造工程の洋紙生産量当たりのエネルギー使用量 6,626MJ／t以下

４Ｂ 板紙製造業 板紙製造工程の板紙生産量当たりのエネルギー使用量 4,944MJ／t以下

5 石油精製業
石油精製工程の標準エネルギー使用量（当該工程に含まれる装置ごとの通油量に適切であると認めら
れる係数を乗じた値の和）当たりのエネルギー使用量

0.876 以下

６Ａ 石油化学系基礎製品製造業 エチレン等製造設備におけるエチレン等の生産量当たりのエネルギー使用量 11.9GJ／t以下

６Ｂ ソーダ工業
電解工程の電解槽払出カセイソーダ重量当たりのエネルギー使用量と濃縮工程の液体カセイソーダ重量
当たりの蒸気使用熱量の和

3.22GJ／t以下

7 コンビニエンスストア業 当該事業を行っている店舗における電気使用量の合計量を当該店舗の売上高の合計量にて除した値845kWh ／百万円以下

8 ホテル業
当該事業を行っているホテルのエネルギー使用量を当該ホテルと同じ規模、サービス、稼働状況のホテルの
平均的なエネルギー使用量で除した値

0.723 以下

9 百貨店業
当該事業を行っている百貨店のエネルギー使用量を当該百貨店と同じ規模、売上高のホテルの平均的な
エネルギー使用量で除した値

0.792 以下

10 食料品スーパー業
当該事業を行っている店舗のエネルギー使用量を当該店舗と同じ規模、稼働状況、設備状況の店舗の
平均的なエネルギー使用量で除した値

0.799 以下

11 ショッピングセンター業 当該事業を行っている施設におけるエネルギー使用量を延床面積にて除した値 0.0305kl/ ㎡以下

12 貸事務所業 当該事業を行っている事務所において省エネポテンシャル推計ツールによって算出される省エネ余地15.0% 以下

13 大学
当該事業を行っているキャンパスにおけるエネルギー使用量を、当該キャンパスと同じ規模のキャンパスの
平均的なエネルギー使用量で除した値

0.555 以下

14 パチンコホール業
当該事業を行っている店舗におけるエネルギー使用量を、当該店舗と同じ規模、サービス、稼働状況の
店舗の平均的なエネルギー使用量で除した値

0.695 以下

15 国家公務
当該事業を行っている事業所におけるエネルギー使用量を、当該事業所と同じ規模、職員数の事業所の
平均的なエネルギー使用量で除した値

0.700 以下
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定期報告におけるベンチマーク指標の報告

貸事務所業 □□．□ ％ ◇ ◇ ， ◇ ◇ ◇

対象となる事業の名称
（セクター）

ベンチマーク指標の状況
（単位）

対象事業のエネルギー使用量
（原油換算kl）

＜未達理由＞

ベンチマークの目指すべき水準との差は、１５．０－□．□□＝▲×.××

過半数にあたる事業所は、「▲▲▲ビル」「■■■ビル」「◆◆◆ビル」（←ビル名を記載）です。

このうち、総賃借可能面積の過半数にあたる事業所数は、●●（←事業所数）です。

ベンチマーク制度の対象事業所数は、●●（←事業所数）です。

3

貸事務所業のベンチマーク制度の対象となった場合、ベンチマーク指標の状況を御報告いた
だく必要があります。

●特定ー第６表において、ベンチマーク指標の状況を報告する

●特定ー第７表において、ベンチマーク状況に関し、参考となる情報を報告する

12

区分

ベンチマーク指標の
値（実績）を記入する

ベンチマーク制度の対象事
業で使用するエネルギー使
用量（実績）を記入する

⇒ 報告の手順については、Ｐ７～１３を参照

目指すべき水準が未達成だった理由は、・・・
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貸事務所業のベンチマーク制度の対象事業者について

日本標準産業分類に掲げる細分類6911に定める「貸事務所業」において、主とし
て事務所を比較的長期に賃貸する事業所について貸店舗及び貸倉庫の用途に供
する部分を除いた事業を対象とし、事業者単位でその事業のエネルギー使用量の合
計が1,500kl 以上の場合はベンチマークの報告が必要となる。

（参考）日本標準産業分類

※不動産管理業（6941）、投資運用業（6511、6513）、特定目的会社（6499）等の場合は対象外
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 建物単位で省エネポテンシャル推計ツールを用いて算出。

 建物や設備の仕様・稼働状況、省エネ対策の実施状況を入力し、現状と省エネ対策
を可能な限り実施した場合のエネルギー使用量の差から、省エネ余地を算出。

省エネポテンシャル推計ツール

No 設備種別 対策内容 実施

11 空調 冷暖房温度の緩和 ×

12 空調 外気導入量の制御 ×

13 空調 立上り運転時間の短縮 ×

14 照明 照明の使用時間の削減 ×

20 ・・・ ×

No 設備種別 対策内容 実施

11 空調 冷暖房温度の緩和 ×

12 空調 外気導入量の制御 ×

13 空調 立上り運転時間の短縮 ×

14 照明 照明の使用時間の削減 ◯

15 給湯 ポンプ流量・圧力調整 ×

No 設備種別 対策内容 実施

6 空調 冷暖房温度の緩和 ◯

7 空調 外気導入量の制御 ◯

8 空調 立上り運転時間の短縮 ◯

9 照明 照明の使用時間の削減 ◯

10 ・・・ ・・・ ×

N
o
設備種別 対策内容 実施

1 空調 冷暖房温度の緩和 ◯

2 空調 外気導入量の制御 ×

3 空調 立上り運転時間の短縮 不可

4 照明 照明の使用時間の削減 ◯

5 給湯 ポンプ流量・圧力調整 ◯

No 設備種別 対策内容 実施

11 空調 冷暖房温度の緩和 ◯

12 空調 外気導入量の制御 ◯

13 空調 立上り運転時間の短縮 ◯

14 照明 照明の使用時間の削減 ◯

20 ・・・ ◯

No 設備種別 対策内容 実施

11 空調 冷暖房温度の緩和 ◯

12 空調 外気導入量の制御 ◯

13 空調 立上り運転時間の短縮 ◯

14 照明 照明の使用時間の削減 ◯

15 給湯 ポンプ流量・圧力調整 ◯

No 設備種別 対策内容 実施

6 空調 冷暖房温度の緩和 ◯

7 空調 外気導入量の制御 ◯

8 空調 立上り運転時間の短縮 ◯

9 照明 照明の使用時間の削減 ◯

10 ・・・ ・・・ ◯

N
o
設備種別 対策内容 実施

1 空調 冷暖房温度の緩和 ◯

2 空調 外気導入量の制御 ◯

3 空調 立上り運転時間の短縮 不可

4 照明 照明の使用時間の削減 ◯

5 給湯 ポンプ流量・圧力調整 ◯

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
の

実
績
値

現在の省エネ対策実施状況（実績）

省
エ
ネ
対
策
実
施
後
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
推
計
値

実施可能な省エネ対策実施後（推計）

実施可能な対策を全て行った場合の
省エネポテンシャルを推計

評価対象ビルの
省エネポテンシャル

この差が小さいほど、
省エネ取組が進んだ
ビルと評価される

ベンチマーク指標について
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ベンチマーク指標 「省エネポテンシャル推計ツール」 について

 資源エネルギー庁のホームページより「省エネポテンシャル推計ツール」をダウンロー
ドし、建物全体のデータを入力してシミュレーションすることが必要。

資源エネルギー庁のホームページにて、以下の３点を公開
（https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/procedure/index.html#aa04 ）

●省エネポテンシャル推計ツール
⇒ Microsoft Excel で動作するシミュレーションソフト
（詳細な動作環境については入力マニュアルを参照）

●入力マニュアル
⇒ 省エネポテンシャル推計ツールの使用準備から入力方法、ベンチマーク指標の算出手
順までを詳細に記載したマニュアル

●省エネ対策実施状況入力ガイドライン
⇒ 省エネポテンシャル推計ツールにおいて省エネ対策の実施状況を入力する際に各項目
の実施状況を判断するためのガイドライン

＜省エネポテンシャル推計ツールの公開について＞



ベンチマーク指標の報告手順（１／３） 報告要否の判断

日本標準産業分類に掲げる細分類6911に定める「貸事務所業」において、主とし
て事務所を比較的長期に賃貸する事業所について貸店舗及び貸倉庫の用途に供
する部分を除いた事業を対象とし、事業者単位でその事業のエネルギー使用量の合
計が1,500kl 以上の場合はベンチマークの報告が必要となる。
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Aビル
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量：7,000kl
事務所用途ビル

貸事務所業：7,000kl

Bビル Cビル
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量：9,000kl
複合用途ビル（店舗有り）

ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量：14,000kl
区分所有ビルで貸事務所部
のみを所有

貸事務所業：3,000kl

EビルDビル Fビル

Ṗể AṌFצּ ︡ ףּ ḭ לּ AṌE צּ ︣

ỌṌE ệ ךּףּ ︣ ṇ Ṭ 18,000 kl ṕ Ἐ 1,500 kl Ṗ

1,500kl ḭֿכ ṇ צּ Ḯ

貸店舗を除く

貸事務所業：3,000kl

区分所有部のみ

ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量：9,000kl
複合用途ビル（店舗有り）

貸事務所業：2,500kl

貸店舗を除く

貸事務所業：2,500kl

貸店舗を除く

対象外

ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量：9,000kl
複合用途ビル（店舗有り）

ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量：9,000kl
商業用ビル（店舗のみ）
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（補足）貸事務所業に該当するエネルギー使用量の算定

Dビル
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量：9,000kl
複合用途ビル（店舗有り）

貸事務所業：2,500kl

貸店舗を除く

貸事務所業に該当するエネルギー使用量を算定するにあたって、例えば「貸店舗」の
エネルギー使用量を除く場合には以下の例を参考とすること。

ṖD וֹףּ ṇ שּ

ἲ ṇ ︡ ךּ ḭ ךּ שּ Ḯךּאל
︡ ךּ ךּ ḭ ḭ ṕ ḭ Ṗ
ṕ Ṗ ṇ ךּ שּ Ḯךּאל

ṇ ︣ כֿ ︣ ṇ
︣ כֿ ︣Ḯ

Ṯ ︣ ṯ

D Ṭ 200,000
Ṭ 145,000

ἲ Ḳ145,000 Ṋ200,000 Ṭ0.725
Ḳ9,000kl úṕ1ṇ0.725 Ṗὀ 2,500kl

※複合用途ビルにおける貸事務所以外の用途（ホテル・店舗・レジデンス・オーナー住戸等）におけるエネルギー使用量は、
貸事務所業のエネルギー使用量の合計（1,500kL 以上かどうかの合算）には含みません。
（ただし、ベンチマーク指標の報告が必要と判断された場合には、上記の貸事務所以外の用途についても、建物情報の
入力および定期報告の範囲におけるエネルギー使用量の入力が、ベンチマーク指標の算出のために必要です。）



ベンチマーク指標の報告手順（２／３） 報告ビル数の判断

 報告範囲について

当該事業の総賃借可能面積の過半数にあたる事業所※の報告を求める。

※ 賃借可能面積が大きい事業所から報告対象とする。
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Aビル
事務所用途ビル
延床面積：150,000 ㎡

＜賃借可能面積＞
貸事務所：100,000 ㎡
貸店舗 ：0㎡

Bビル Cビル
複合用途ビル（店舗有り）
延床面積：200,000 ㎡

区分所有ビルで
貸事務所部のみを所有
延床面積：300,000 ㎡

＜賃借可能面積＞
貸事務所：50,000 ㎡
貸店舗 ：90,000 ㎡

＜賃借可能面積＞
貸事務所：40,000 ㎡
貸店舗 ：0㎡

Eビル
複合用途ビル（店舗有り）
延床面積：200,000 ㎡

＜賃借可能面積＞
貸事務所：40,000 ㎡
貸店舗 ：110,000 ㎡

Dビル
複合用途ビル（店舗有り）
延床面積：200,000 ㎡

＜賃借可能面積＞
貸事務所：40,000 ㎡
貸店舗 ：100,000 ㎡

Ṭ 270,000
Ṭ 135,000

Ọ ọ Ṭ 150,000 ṕ ṯ135,000 Ṗ

צּ ḭỌ ḭọ Ễ וֹףּ Ḯ

ṖAṌE צּ ︣

ṕ Ṗ
ḭ

︡



【算出例】（報告対象ビル：Ａビル、Ｂビル）

省エネポテンシャル推計ツールでビルごとに算出した省エネ余地をエネルギー使用量により加重平均し
た値を事業者の省エネ余地とする。省エネ余地の値が小さいほど省エネ取組が進んだ事業者となる。

目指すべき水準） １５．０％以下（令和２年４月１日より改定）

Aビル
事務所用途ビル
エネ使用量：7,000kl

＜ビル全体＞
エネ使用量： 7,000kl
省エネポテンシャル：30％

Bビル

事業者の
省エネポテンシャル

30%×7000kl ＋15%×3000kl 

（7,000kl + 3,000kl ）
2５.５%＝

ベンチマーク指標の報告手順（３／３） 算出と記入方法

＝

複合用途ビル（店舗有り）
エネ使用量：9,000kl

＜事務所＋共用部＞
エネ使用量： 3,000kl
省エネポテンシャル：15％

10

貸事務所業 ２５．５ ％ １８，０００

対象となる事業の名称
（セクター）

ベンチマーク指標の状況
（単位）

対象事業のエネルギー使用量
（原油換算kl）

12

区分

ベンチマーク指標の値
（実績）を記入する

ベンチマーク制度の対象事
業で使用する全ての事業
所におけるエネルギー使用
量（実績）を記入する

●特定ー第６表において、ベンチマーク指標の状況を報告する

目指すべき水準について Ｐ.７参照



貸事務所業に該当する部分をベンチマークの評価範囲とする。

例） 貸事務所の単一用途ビルでの評価範囲 ：ビル全体

貸店舗を含む複合用途ビルでの評価範囲 ：「貸事務所」＋「共用部」

区分所有ビルで貸事務所部のみを所有 ：「貸事務所」
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事務所の単一用途ビル 複合用途ビル 区分所有ビル

ビ
ル
タ
イ
プ

評
価
範
囲

ビル全体 「貸事務所」＋「共用部」 「貸事務所」

専有部分

専有部分

（補足）貸事務所業のベンチマーク制度の評価範囲



（補足）省エネ法定期報告における区分所有ビルの報告方法

 区分所有ビルの定期報告において、共用部分は「区分所有者で協議の上、１者が共用部全体
を算入する必要」がある。

 「共用部分を所有割合に応じて按分する」といった方法は定められていない。

資源エネルギー庁平成２０年度省エネ法改正にかかるＱ＆Ａ（当該部分を抜粋）

【Q４－５】
区分所有のビルであって、オーナーが複数いる場合は、どの範囲のエネルギー使用量を算入することになりますか？

【A４－５】
区分所有している区画ごとにエネルギー使用量を把握し、各オーナーが算入する必要があります。また、区分所有し
ている区画以外の共用部分については、区分所有者で協議の上、１者が共用部全体を算入する必要があります。

【Q４－７】
区分所有ビルの場合、【Q４－５】において、所有しているオーナーごとに各区画のエネルギー使用量を算入すると記
載されていますが、区分所有ビルの入居者にて構成する管理組合が算入することは可能ですか？

【A４－７】
管理組合が機能しており、かつ、当該ビルのエネルギー管理権原を実態的に有していると判断できる場合は、管理
組合が算入することができます。管理組合が算入した場合、区分所有者は当該ビルについて算入する必要はありま
せん。
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（補足）ベンチマーク指標の値を算出するにあたって

 「事務所」と「事務所以外」の用途の判別について

⇒ 用途については貸室の仕様で判別する

・事務所 ：原則として、事務所としての標準貸付仕様が定められた※貸室

・事務所以外：上記以外の仕様（例：スケルトン、ハーフスケルトン等）の貸室

 テナントの入居状況について

⇒ ベンチマーク指標の値の算出について、各室の使用状況を調査する必要（詳細は

入力マニュアルを参照）があるが、年度内にテナントの入れ替わりが想定される。

本制度においては、４月１日時点での入居状況を算出に用いることとする。
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スケルトン、ハーフスケルトン等の賃室

標準貸付仕様が定められた賃室

※賃貸借契約に付属して、標準とされる仕様がその貸室に定められている場合



ベンチマーク目標達成事業者は、『事業者クラス分け評価制度』において、
原単位１%以上の低減を達成していなくてもＳクラス（優秀事業者）へ
位置付けられます。

『事業者クラス分け評価制度』における評価

（参考）ベンチマーク目標達成時の評価
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Ａクラス
一般的な事業者

Ｓクラス
省エネが優良な事業者

Ｂクラス
省エネが停滞している事業者

Ｃクラス
注意を要する事業者

【水準】
Ｂクラスよりは省エネ水準は
高いが、Ｓクラスの水準には
達しない事業者

【対応】
特段なし。

【水準】
①努力目標達成
または、
②ベンチマーク目標達成

【対応】
優良事業者として、経産省
ＨＰで事業者名や連続達
成年数を表示。

【水準】
Ｂクラスの事業者の中で特に
判断基準遵守状況が不十分

【対応】
省エネ法第６条に基づく指導
を実施。

※1

※2

【水準】
①努力目標未達成かつ直近2
年連続で原単位が対前年度
比増加

または、
②5年間平均原単位が5％超
増加

【対応】
注意喚起文書を送付し、現地
調査等を重点的に実施。

※1

※1 努力目標：5年間平均原単位を年1%以上低減すること。
※2  ベンチマーク目標：ベンチマーク制度の対象業種・分野において、事業者が中長期的に目指すべき水準。
ただし、ベンチマーク対象範囲のエネルギー使用量が事業者全体のエネルギー使用量の過半となる場合に限る。


